
県産材利用の模範となる住宅や非住宅建築物のほか、
優れた県産材使用製品等を紹介し普及啓発すること
を目的に、「いしかわの木づかい表彰」を創設しま
した。応募方法などの詳細は裏面をご参照下さい。
皆様からのご応募お待ちしております。

２０１９年度募集案内

応募期間
令和元年１１月１１日（月）～１２月２０日（金）

石川県農林水産部森林管理課

New いしかわ森林環境基金事業



２０１９年度いしかわの木づかい表彰募集概要

表彰部門
本表彰では、以下の３部門において表彰を実施します。
１．県産材利用住宅部門
ア 住宅分野における県産材の需要拡大に貢献した者
イ 県産材を使用した住宅のうち、他の模範となるもの

２．県産材利用施設部門
住宅以外の民間及び市町の公共的施設のうち、他の模範となるもの

３．県産材利用製品部門
県産材を使用した家具、日用品、玩具、工芸品等のうち特に優れた製品

公募対象
「県産材利用住宅部門」のイ、「県産材利用施設部門」及び「県産材利用製品
部門」については、以下の条件を満たす施設等を公募し、表彰対象を決定しま
す。

【県産材利用住宅部門】
・本年度の４月1日から起算して過去３年以内に石川県内に建築された住宅
【県産材利用施設部門】
・石川県内に現存し、利用されている県産材使用施設であり多数の者による
利用が見込める施設

・本年度の４月1日から起算して過去３年以内に竣工した施設
【県産材利用製品部門】
・本年度の４月1日時点で市場に出ている原材料の全部又は一部に県産材が
使用されている製品

上記公募対象となる各部門の表彰対象者等については、外部有識者を交えた
「石川県県産材利用推進審査委員会」による審査に基づき、決定いたします。

応募方法

応募にあたっては

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shinrin/mokuzai/woodaward.html
より、必要書類をダウンロードし、応募書資料を作成し、下記の窓口までご提
出願います。

書類の提出先：〒920－8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県農林水産部森林管理課森林資源利活用グループ
電話０７６－２２５－１６４３

提出部数：応募様式、添付資料ともに１２部をご提出願います。
提出期限：令和元年１２月２０日（金）17：00

持参・郵送いずれの場合も必着となっております。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shinrin/mokuzai/woodaward.html

